
改正の概要

地域別最低賃金がすべての労働者の賃金の最低限を保障する安全網として十全に機能するように
するため、国内の各地域ごとに決定することを義務付けるほか、決定基準の見直し及び罰金の上限
額の見直しを行うとともに、産業別最低賃金の在り方を見直す等所要の改正を行う。

１ 地域別最低賃金の在り方
・各地域ごとに地域別最低賃金を決定しなければならないものとする（任意的設定→必要的設定）。

・労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護との整合性も考慮するよう決定基準
を明確化

・地域別最低賃金の不払に係る罰金額の上限（２万円）を５０万円に引き上げる。

２ 産業別最低賃金等の在り方
・産業別最低賃金については、関係労使の申出により決定（任意的設定）

・産業別最低賃金については、最低賃金法の罰則は適用しない（民事効）。

・労働協約の拡張適用による最低賃金の廃止

３ その他

派遣労働者について、派遣先の地域（産業）の最低賃金が適用されるように整理

最低賃金法の一部を改正する法律の概要

※施行期日

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（平成２０年７月１日）
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